
前橋工科大学大学院教職課程履修規程 

 

平成２６年３月３１日制定 

公立大学法人前橋工科大学規程第４号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、前橋工科大学大学院学則（平成２５年規程第３号。以下｢大学

院学則｣という。）第３３条の２第２項の規定により教職課程の履修に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（教員免許状授与の資格要件） 

第２条 教員の免許状授与の資格を得ようとする者は、別表第１に定める基礎資格を

有し、かつ、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法

施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）の定めに従い、前橋工科大学大学院履

修規程（平成２５年規程第９１号。以下「大学院履修規程」という。）別表に定

める専攻開設科目（以下「専攻開設科目」という。）のうち、所定の授業科目の

単位を修得しなければならない。 

（教職課程の履修） 

第３条 前条に定める修得しなければならない授業科目、単位数等は、別表第１及び

別表第２に定めるところによる。 

２ 教職課程を履修しようとする者は、教職課程登録を行わなければならない。 

（授業開講時間帯） 

第４条 別表第２に定める専攻開設科目は、月曜日から金曜日までの１時限から７時

限及び土曜日の１時限から５時限の時間帯で開講できるものとする。 

（その他） 

第５条 教職課程に開講する科目の履修等に関しこの規程に定めのない事項は、大学

院履修規程の例による。 

２ この規程及び大学院履修規程に定めるもののほか、教職課程の履修に関し必要な

事項は、前橋工科大学教職センター運営会議及び工学研究科会議の意見を聴いて、

学長が別に定める。 

附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１月１７日規程第４号） 

 この規程は、平成２７年４月１日より施行する。 

附 則（平成２７年３月２６日規程第７号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。  



 

別表第１（第２条、第３条関係） 

免許状の種類 基礎資格 
教科又は教職に関する 

科目の最低必要単位数 

高等学校教諭専修

免許状（理科） 

(1) 修士の学位を有すること。                                                                                                           

(2) 高等学校教諭一種免許状 

  （理科）を有すること。 

２４ 

備考 

１ 教科又は教職に関する科目は、教科に関する科目をもって充足することとす

る。 

２ 教科に関する科目は、専攻開設科目のうち、別表第２の授業科目とする。 

 

別表第２（第３条関係） 

 

 
科目区分 授業科目 

単位数 

（選択） 

専攻開設科目 

生物工学特論Ⅰ ２ 

分子生物学特論 ４ 

タンパク質化学特論 ４ 

糖鎖工学特論 ４ 

微生物学特論 ４ 

植物生理学特論 ４ 

生物工学特論Ⅱ ２ 

植物代謝工学特論 ４ 

応用微生物学特論 ４ 

食品工学特論 ４ 

食品生理機能学特論 ４ 


